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令和５年度 大仙市立中仙中学校部活動方針

１ 部活動の位置付けとねらい

部活動は、学校教育の一環として、スポーツや文化等に興味・関心をもつ同好の生徒

によって自主的、自発的な参加で行われる組織である。部活動を通して次のねらいを達

成する。

（１）責任感や連帯感を養うとともに、互いに協力し合って友情を深めるといった好まし

い人間関係の構築を図る。

（２）技術や体力の向上を図り、粘り強くやり通す精神力を育成するとともに、能力や適

性等の発見と進展に努める。

（３）余暇の善用を図り、心身を鍛え、充実した生活を築こうとする自主的、実践的な態

度を育てる。

２ 本校部活動における留意点

（１）部活動は、指導者の個人的な判断で活動の是非を問うものではなく、本校の教育目

標及び指導の重点、目指す生徒像に基づき計画的に実施するものである。そのため、

全職員の共通理解の下、生徒のバランスの取れた生活と成長に配慮するとともに、学

校全体の教育活動として適切に運営を図っていくこととする。

（２）保護者及び地域に対して、学校の担うべき部活動の目的や指導者の指導に係る業務

等について、理解と協力を促すこととする。

（３）部活動における休養日と活動時間については、スポーツ医・科学の観点や秋田県教

育委員会が作成した運動部活動運営・指導の手引、文化庁が示した基準を踏まえ、望

ましい休養日や活動時間を設定することとする。

３ 部活動の運営について

（１）指導者は、年間活動計画並びに月間活動計画を作成し、校長の承認を得て、生徒や

保護者に伝える。校長は、月末には実績報告を受け、活動状況の把握に努める。

（２）本校における部活動の設置（新設、統廃合）については、生徒、職員、保護者、地

域の実態に応じ、校長の判断で行う。その際には、保護者や地域の協力体制、施設、

設備などの安全面等について吟味し、持続可能性を十分に考慮して判断する。

（３）指導者は、活動やその前後の安全・安心に配慮し、事故やケガ等の防止に努める。

（４）設置する部活動と指導者は、次のとおりとする。（◎＝主担当、○＝担当）

①野 球 部 ◎高橋 大樹 ○伊藤 蓮

②男子バスケットボール部 ◎湊 智雅 ○佐々木吉彦

③女子バスケットボール部 ◎藤垣 杏奈 ○澁江 正子

④バ レ ー ボ ー ル 部 ◎猪本ゆかり ○戸澤 聖子

⑤卓 球 部 ◎福島 一博 ○杉山 真澄

⑥ソ フ ト テ ニ ス 部 ◎鈴木 貴信 ○栗谷川智帆 ○佐々木吉彦

⑦吹 奏 楽 部 ◎竹村 和宏 ○竹村 智子

⑧造 形 部 ◎田中真二朗 ○伊藤 誠 ○竹村 智子

①陸 上 ・ 駅 伝 部 ◎伊藤 蓮 ○猪本ゆかり ○藤垣 杏奈

○高橋 大樹

⑩柔 道 部 (スポ少) ◎伊藤 誠（大会引率のみ）

※水泳（大会引率） ◎三浦 誠（大会引率のみ）
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４ 入部、転部、退部等について

（１）部活動への加入は自由ではあるが、体力やコミュニケーション能力の向上のため、

加入を推奨する。

（２）１年生は、４月中旬に入部届を担任に提出し、担任が確認した後、各指導者に提出

となる。各部の入部の会後から正式な活動を行う。事情により１年生が春季大会に出

場する場合は、保護者の同意のもと校長からの許可を得る。

（３）２、３年生は、年度初めに部活動継続届を提出する。

（４）転部や退部については、所定の用紙に理由等を記入し、保護者印等を付けて指導者

に提出する。その際、本人、保護者、教員（指導者や担任等）の三者で十分話し合い、

納得のいく転部・退部となるようにする。

５ 活動時間について

（１）平日の活動時間は、２時間程度とする。なお、移動時間や準備、後片付け、ミーテ

ィング等はその時間には含まない。

（２）平日の活動時間は１８時３０分までとする。

（３）休日及び長期休業中の活動時間は、原則として８時から１６時までの間で行うこと

とし、３時間程度とする。なお、移動時間や準備、後片付け、ミーティング等はその

時間には含まない。大会（練習試合を含む）については、この限りではない。

６ 休養日、部活動休止日について

（１）基準

① 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。

（２）留意事項

① 第１、第３日曜日の部活動は休止とする。

② 平日は少なくとも１日以上休養日を設ける。また、土、日と連続して練習や試合

（公式大会を含む）を行った場合は、平日に２日以上の休養日を設定する。

③ 長期休業中については、基準を踏まえるとともに、 ①～②に準じる。

④ １１月～３月の期間は第２、第４の土曜日、日曜日について、それぞれどちらか
１日は休止することを原則とする。
⑤ お盆及び年末年始の学校閉庁日においては、部活動を休止とする。なお、やむを
得ず実施する場合は、校長の許可を得て行うこととする。
⑥ 生徒が十分な休養を取ることができるようにするとともに、多様な活動を行うこ
とができるように、ある程度長期の休養期間（シーズンオフ）を設ける。

【テスト休みについて】
① 中間テスト、期末テストについては３日前から、部活動を休止する。
② 公式試合等でどうしても練習をしなければならない場合は、短時間の練習とし、
生徒の学習時間の確保に配慮する。この場合も必ず校長の許可を得る。

７ 安全面について

（１）指導者は、日常の活動を安全に行うことができるよう、活動前後に生徒の健康観察

を行うとともに、施設・設備・用具等の安全確認を行い、常に健康・安全に努める。

（２）事故や災害が起きた場合はえ「危機管理マニュアル」に則り、対応する。

（３）学校外の施設へ、生徒が自力（徒歩や自転車）で移動する場合は、指導者の引率で

行う。移動コースを確認し、十分な交通安全指導を行い、事故等の未然防止に努める。
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（４）学校外の施設へ、乗物等で移動する場合は、公共交通機関の利用が基本原則であり、

やむを得ない事情等で自家用車等を使用する場合には、次の事項に留意し、事故防止

に万全を期す。

① 事前に運行計画を作成し、校長の許可を得るとともに、保護者の了解を得ること。

② 運転者の健康状態に十分留意するとともに、無理なスケジュールや過度の走行距

離（１日の移動距離はおおむね300kmまで）にならないよう配慮し、安全運転を心

がけること。

③ 使用する車両については、法定の検査及び日常の整備点検を確実に実施すること。

また、任意の自動車保険に加入するとともに、生徒の旅行保険を付すること。

④ 不慮の事故等に備えて、保護者の連絡先や生徒の血液型の一覧及び健康保険証等

を携行すること。

８ 大会、対外試合、コンクール等の参加について

（１）大会、対外試合、コンクール等の参加については、参加の必要性を十分に検討し、

計画表に明記の上、要項等を添付して校長の承認を得る。

（２）宿泊を伴う大会や県外の大会参加については、費用や安全面の点から十分な検討を

行い、事前に校長の承認を得る。

（３）学校行事と大会が重なった場合の大会参加については、原則中体連主催の大会並び

にそれに準ずる大会とする。この場合も必ず校長から許可を得ることとする。

９ その他

（１）各部で年１回以上の保護者会を開催し、運営上の諸問題の解決を図る。

（２）部費等の扱いは保護者会が行う。部費等の金額についても校長から承認を受けるこ

ととする。

付則 ＊令和２年４月１日より施行

＊毎年見直すこと


